
亀山市告示第１６７の３号 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示を次のように定める。 

令和６年１２月２日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示 

 

（亀山市国民健康保険一日人間ドック事業実施要綱の一部改正） 

第１条 亀山市国民健康保険一日人間ドック事業実施要綱（平成１７年亀山市告示第

３６号）の一部を次のように改正する。 

別記様式中「被保険者証記号番号」を「被保険者記号・番号」に改める。 

（亀山市国民健康保険脳ドック事業実施要綱の一部改正） 

第２条 亀山市国民健康保険脳ドック事業実施要綱（平成１７年亀山市告示第３８号）

の一部を次のように改正する。 

別記様式中「被保険者証記号番号」を「被保険者記号・番号」に改める。 

（亀山市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱

の一部改正） 

第３条 亀山市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱

要綱（平成２０年亀山市告示第１１０号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「被保険者証番号」を「被保険者記号・番号」に改める。 

（亀山市国民健康保険税条例第２８条第１項第１号該当者に係る減免取扱要綱の一部

改正） 

第４条 亀山市国民健康保険税条例第２８条第１項第１号該当者に係る減免取扱要綱

（平成２１年亀山市告示第１１８号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号中「保険証番号」を「被保険者記号・番号」に改める。 

（亀山市税関係証明書等の交付等に関する事務取扱要綱の一部改正） 

第５条 亀山市税関係証明書等の交付等に関する事務取扱要綱（平成２３年亀山市告示

第６２号）の一部を次のように改正する。 



次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

１ ［略］ 

２ 前項に掲げる書類を提示できないと

きは、次の表の第１号に掲げる書類の

いずれか１以上の書類及び第２号に掲

げる書類のいずれか１以上の書類を提

示する方法（同号に掲げる書類を提示

することができない場合にあっては、

第１号に掲げる書類のいずれか２以上

の書類を提示する方法） 

１ ［略］ 

２ 前項に掲げる書類を提示できないと

きは、次の表の第１号に掲げる書類の

いずれか１以上の書類及び第２号に掲

げる書類のいずれか１以上の書類を提

示する方法（同号に掲げる書類を提示

することができない場合にあっては、

第１号に掲げる書類のいずれか２以上

の書類を提示する方法） 

（１）国民健康保険、後期高齢者医

療、健康保険、船員保険、国家

公務員共済組合、地方公務員共 

済組合若しくは私立学校教職員

共済制度の資格確認書、自衛官

等に対する療養の給付等に関す

る省令（令和６年防衛省令第

４号）第７条第２項に定める資 

格確認書、介護保険被保険者証、 

健康保険日雇特例被保険者手帳、 

国民年金手帳、国民年金、厚生

年金保険若しくは船員保険に係

（１）国民健康保険被保険者証、後

期高齢者医療被保険者証、健康

保険被保険者証、船員保険被保 

険者証若しくは介護保険被保険

者証、健康保険日雇特例被保険

者手帳、共済組合員証、国民年

金手帳、国民年金、厚生年金保

険若しくは船員保険に係る年金

証書、共済年金若しくは恩給の

証書、住民基本台帳カード（写

真なし）、在留カード（写真な

し）、特別永住者証明書（写真



る年金証書、共済年金若しくは

恩給の証書、住民基本台帳カー

ド（写真なし）、在留カード

（写真なし）、特別永住者証明

書（写真なし）、精神障害者保

健福祉手帳（写真なし）、生活

保護受給者証、児童扶養手当証

書若しくは特別児童扶養手当証

書又は本人あて納税通知書 

（２）［略］ 
 

なし）、精神障害者保健福祉手

帳（写真なし）、生活保護受給

者証、児童扶養手当証書若しく

は特別児童扶養手当証書又は本

人あて納税通知書 

 

 

 

 

（２）［略］ 
   

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

（亀山市戸籍届出等に係る本人確認に関する事務取扱要綱の一部改正） 

第６条 亀山市戸籍届出等に係る本人確認に関する事務取扱要綱（平成２４年亀山市告

示第６５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

国民健康保険、後期高齢者医療、健

康保険、船員保険、国家公務員共済

組合、地方公務員共済組合若しくは

私立学校教職員共済制度の資格確認

書、自衛官等に対する療養の給付等

に関する省令（令和６年防衛省令第 

国民健康保険被保険者証、後期高齢

者医療被保険者証、健康保険被保険

者証、船員保険被保険者証、介護保

険被保険者証若しくは健康保険日雇

特例被保険者手帳、共済組合員証、

国民年金手帳、国民年金、厚生年金 



４号）第７条第２項に定める資格確

認書、介護保険被保険者証、健康保

険日雇特例被保険者手帳、国民年金

手帳、国民年金、厚生年金保険若し

くは船員保険に係る年金証書、共済

年金若しくは恩給の証書、住民基本

台帳カード（写真なし）、在留カー

ド（写真なし）、特別永住者証明書

（写真なし）、届出に押印した印鑑

に係る印鑑登録証明書、精神障害者

保健福祉手帳（写真なし）又は生活

保護受給者証又は児童扶養手当証書

若しくは特別児童扶養手当証書 
 

保険若しくは船員保険に係る年金証

書、共済年金若しくは恩給の証書、

住民基本台帳カード（写真なし）、

在留カード（写真なし）、特別永住

者証明書（写真なし）、届出に押印

した印鑑に係る印鑑登録証明書、精

神障害者保健福祉手帳（写真なし）

又は生活保護受給者証又は児童扶養

手当証書若しくは特別児童扶養手当

証書 

 

 

 
   

（亀山市住民異動届出に係る本人確認に関する事務取扱要綱の一部改正） 

第７条 亀山市住民異動届出に係る本人確認に関する事務取扱要綱（平成２４年亀山市

告示第６６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 

別表第２（第４条、第５条関係） 別表第２（第４条、第５条関係） 

国民健康保険、後期高齢者医療、健

康保険、船員保険、国家公務員共済

組合、地方公務員共済組合若しくは

私立学校教職員共済制度の資格確認

書、自衛官等に対する療養の給付等 

国民健康保険被保険者証、後期高齢

者医療被保険者証、健康保険被保険

者証、船員保険被保険者証若しくは

介護保険被保険者証、健康保険日雇

特例被保険者手帳、共済組合員証、 



に関する省令（令和６年防衛省令第

４号）第７条第２項に定める資格確

認書、介護保険被保険者証、健康保

険日雇特例被保険者手帳、国民年金

手帳、国民年金、厚生年金保険若し

くは船員保険に係る年金証書、共済

年金若しくは恩給の証書、住民基本

台帳カード（写真なし）、在留カー

ド（写真なし）、特別永住者証明

書（写真なし）、届出に押印した印

鑑に係る印鑑登録証明書、精神障害 

者保健福祉手帳（写真なし）、生活

保護受給者証又は児童扶養手当証書

若しくは特別児童扶養手当証書 
 

国民年金手帳、国民年金、厚生年金

保険若しくは船員保険に係る年金証

書、共済年金若しくは恩給の証書、

住民基本台帳カード（写真なし）、

在留カード（写真なし）、特別永住

者証明書（写真なし）、届出に押印

した印鑑に係る印鑑登録証明書、精 

神障害者保健福祉手帳（写真なし）、 

生活保護受給者証又は児童扶養手当

証書若しくは特別児童扶養手当証書 

 

 

 

 
   

 別記様式中「国民健康保険被保険者証等」を「医療保険の資格確認書等」に改める。 

（亀山市戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明書の交付請求等に係る本人確

認事務取扱要綱の一部改正） 

第８条 亀山市戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明書の交付請求等に係る本

人確認事務取扱要綱（平成２４年亀山市告示第６７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 

別表第２（第４条、第５条関係） 別表第２（第４条、第５条関係） 

国民健康保険、後期高齢者医療、健

康保険、船員保険、国家公務員共済 

国民健康保険被保険者証、後期高齢

者医療被保険者証、健康保険被保険 



組合、地方公務員共済組合若しくは

私立学校教職員共済制度の資格確認

書、自衛官等に対する療養の給付等

に関する省令（令和６年防衛省令第

４号）第７条第２項に定める資格確

認書、介護保険被保険者証、健康保

険日雇特例被保険者手帳、国民年金

手帳、国民年金、厚生年金保険若し

くは船員保険に係る年金証書、共済

年金若しくは恩給の証書、住民基本

台帳カード（写真なし）、在留カー

ド（写真なし）、特別永住者証明書

（写真なし）、届出に押印した印鑑

に係る印鑑登録証明書、精神障害者

保健福祉手帳（写真なし）、生活保

護受給者証又は児童扶養手当証書若

しくは特別児童扶養手当証書 
 

者証、船員保険被保険者証若しくは

介護保険被保険者証、健康保険日雇

特例被保険者手帳、共済組合員証、

国民年金手帳、国民年金、厚生年金

保険若しくは船員保険に係る年金証

書、共済年金若しくは恩給の証書、

住民基本台帳カード（写真なし）、

在留カード（写真なし）、特別永住

者証明書（写真なし）、届出に押印

した印鑑に係る印鑑登録証明書、精 

神障害者保健福祉手帳（写真なし）、 

生活保護受給者証又は児童扶養手当

証書若しくは特別児童扶養手当証書 

 

 

 

 
   

 別記様式中「国民健康保険被保険者証等」を「医療保険の資格確認書等」に改める。 

（亀山市未熟児養育医療給付実施要綱の一部改正） 

第９条 亀山市未熟児養育医療給付実施要綱（平成２５年亀山市告示第５９号）の一部

を次のように改正する。 

様式第１号中「被保険者証の記号及び番号」を「被保険者記号・番号」に改める。 

様式第５号中「被保険者証等の記号及び番号」を「被保険者記号・番号」に改める。 

様式第１２号中「被保険者証」を「医療保険の資格内容」に、「保険証」を「変更

後の資格内容が分かるもの」に改める。 

（亀山市生活困窮者住居確保給付金支給要綱の一部改正） 

第１０条 亀山市生活困窮者住居確保給付金支給要綱（平成２７年亀山市告示第１３５

号）の一部を次のように改正する。 



次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（添付書類） （添付書類） 

第１１条 申請者が申請書に添えて提出

する添付書類は、次の各号に掲げるも

のとする。 

（１）本人確認書類 

第１１条 申請者が申請書に添えて提出

する添付書類は、次の各号に掲げるも

のとする。 

（１）本人確認書類 

   運転免許証、個人番号カード、住

民基本台帳カード、旅券、各種福祉

手帳、医療保険の資格確認書、住民

票、戸籍謄本等のうちいずれかの写

し 

［（２）～（４） 略］ 

運転免許証、個人番号カード、住

民基本台帳カード、旅券、各種福祉

手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄

本等のうちいずれかの写し 

 

［（２）～（４） 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

様式第１号中「健康保険証」を「医療保険の資格確認書」に改める。 

（亀山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

係る本人確認事務取扱要綱の一部改正） 

第１１条 亀山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に係る本人確認事務取扱要綱（平成２７年亀山市告示第２１１号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 



別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

国民健康保険、後期高齢者医療、健

康保険、船員保険、国家公務員共済

組合、地方公務員共済組合若しくは

私立学校教職員共済制度の資格確認 

書、自衛官等に対する療養の給付等

に関する省令（令和６年防衛省令第

４号）第７条第２項に定める資格確

認書、介護保険被保険者証、健康保

険日雇特例被保険者手帳、国民年金

手帳、国民年金、厚生年金保険若し

くは船員保険に係る年金証書、共済

年金若しくは恩給の証書、住民基本

台帳カード（写真なし）、在留カー

ド（写真なし）、特別永住者証明書

（写真なし）、精神障害者保健福祉

手帳（写真なし）、生活保護受給者

証又は児童扶養手当証書若しくは特

別児童扶養手当証書 
 

国民健康保険被保険者証、後期高齢

者医療被保険者証、健康保険被保険

者証、船員保険被保険者証若しくは

介護保険被保険者証、健康保険日雇 

特例被保険者手帳、共済組合員証、

国民年金手帳、国民年金、厚生年金

保険若しくは船員保険に係る年金証

書、共済年金若しくは恩給の証書、

住民基本台帳カード（写真なし）、

在留カード（写真なし）、特別永住

者証明書（写真なし）、精神障害者

保健福祉手帳（写真なし）、生活保

護受給者証又は児童扶養手当証書若

しくは特別児童扶養手当証書 

 

 

 

 
   

（亀山市出産・子育て応援事業実施要綱の一部改正） 

第１２条 亀山市出産・子育て応援事業実施要綱（令和５年亀山市告示第９号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（給付金の申請） 

第５条 ［略］ 

［２ 略］ 

（給付金の申請） 

第５条 ［略］ 

［２ 略］ 



３ 市長は、第１項の規定による申請の

際、必要に応じて、運転免許証、医療

保険の資格確認書（書面に限る。以下

同じ。）、個人番号カード等の写し

（以下「本人確認書類」という。）

を提出させ、又は提示させることによ 

３ 市長は、第１項の規定による申請の

際、必要に応じて、運転免許証、健康

保険証、個人番号カード等の写し（以

下「本人確認書類」という。）を提出

させ、又は提示させることにより、給

付金申請者の本人確認を行う。 

り、給付金申請者の本人確認を行う。  

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

様式第１号及び様式第２号中「健康保険証、マイナンバーカード（表面）」を「医

療保険の資格確認書、個人番号カード（表面）」に改める。 

（亀山市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する取扱要綱の一部改正） 

第１３条 亀山市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する取扱要綱（令

和５年亀山市告示第１３４号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式中「被保険者証記号番号」を「被保険者記号・番号」に、「保険証」を

「資格確認書」に改める。 

附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

 


